
選択式 国民年金  Ａ 及び Ｃ あ 

「ＬＥＣ　新合格講座使用教材　楽習スルーノートＮｏ．０１２」から

第４４回社労士試験【選択式】国年法空空欄Ａ及びＣの出題が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楽習スルーノート No.012 ｐ.２（RU12112） 

２．保険料 

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月

につき徴収するものとされ、その額は、各年度に属

する月の月分についてそれぞれ下表に定める額に保

険料改定率を乗じて得た額とされている。 

平成23年度に属する月の月分 15,260 円 

平成24年度に属する月の月分 Ａ15,540 円

平成25年度に属する月の月分 15,820 円 

平成26年度に属する月の月分 16,100 円 

平成27年度に属する月の月分 16,380 円 

平成28年度に属する月の月分 16,660 円 

平成Ｂ29年度以後に属する月の月分 Ｃ16,900 円

国民年金の第１号被保険者の保険料の額は、平成 16

年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準

自動調整の仕組みにより、平成 17 年度から平成 Ａ

①29 年度まで毎年度 Ｂ（⑦280） 円ずつ引き上げら

れ、平成 Ａ ①29 年度以降は月額 Ｃ ⑮16,900 円

で固定されることとされている（平成 16年度価格）。


